
　「今年の10大ニュースは何ですか」と尋ねられれば文句
なく「仙台育英学園の甲子園の優勝です」とお答えします。
利府町や宮城県を超えて東北地方全体に希望と夢を与えて
くれた、まさしく100年に一度の慶事だと思います。須江監督
の「100年間開かなかった扉が開かれました」や「青春は密
なんです」は名言として後世に伝えられていくと思います。
深紅の大旗が白河の関を超えた瞬間、東北の新時代が来た
と涙しました。 
　しかしながら、東日本大震災以来かもしれませんが、
2022年という年は、時代が大きく変わってきている、まさに
変革期、歴史のうねりを感じる事件が多くありました。春先に
はロシアによるウクライナ侵攻、3月には再びの大きな地震、
続く大雨、津波のように押し寄せるコロナウィルスの猛威、
夏の参議院選挙では選挙結果よりも安倍晋三元総理の暗殺
が衝撃的で、そのインパクトは国内の国葬儀開催のみならず、
世界に衝撃を与えました。物価高、インフレ、エネルギー問題
などは世界を悩ませています。 
　こうした厳しい時代にあっても利府町は前向きなシーン

が多くありました。なんといってもトヨタ自動車主催のTGR 
ラリーチャレンジ大会in利府は新たなスポーツ文化の扉を
大きく開いた1コマでした。またスポーツ流鏑馬も華々しく
デビューし、各地域の活動や団体のイベントも徐々に新しい
形や表情で戻りつつあります。 
　時代がひどく混迷しても季節は巡り、春になれば、館山
公園の桜は美しく咲き、鳥がさえずり、夏の夜空を見上げ
れば月は銀色に輝き、秋には梨がたわわと実り、寒い冬には
肌を寄せ合う雪の日がきます。世は移ろい、もとの姿を残す
ものはなく、まさに「ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もと
の水にあらず」です。この教科書にも掲載されるような大きな
時代のうねりの中において、変化、むしろ変化にこそ、希望を
見出せるのではないでしょうか。 
　「盛者必衰の理をあらわす」しるしとして除夜の鐘に耳を
すまし、希望に満ちた新年を待ちわびたいと思います。よい
お年をお迎えください。 

「ゆく河の流れは絶えず」

町長コラムベア・パル

利府町長 熊谷 大
ゆたか

国保・年金だより

　かかりつけ医を持つことで、過去の病気の履歴が分かるので、気軽に相談しやすくなり、病気の早期発見につながる
こともあります。安心して家族の健康を任せられるかかりつけ医を持ちましょう。

　一人あたりの医療費が、年々増加しています。医療費の増加は国民健康保険税の増加にもつながりますので、上手
に病院を受診しましょう。

国民年金付加年金制度について

かかりつけ医を持ちましょう

　利府町国民健康保険の加入者で、給与の支払を受けている方が、新型コロナウイルス感染症の感染に伴う療養の
ため働くことができなかった場合、申請することにより傷病手当金を受け取ることができます。対象期間は令和４年
１２月３１日までとなります。

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の対象期間について

問　町民課　国保年金係　☎７６７-２340
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●国民年金付加年金制度とは
　国民年金の月々の定額保険料（令和４年度１６，５９０円）に、付加保険料（月額４００円）をプラスして納めると、老後
受け取る老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。　【付加年金の年間支給額】＝２００円×付加保険料納付月数
●手続きについて
　お近くの年金事務所または町民課国保年金係で手続きができます。
　【手続きに必要なもの】　・年金手帳または基礎年金番号通知書　・窓口に来庁する方の本人確認書類
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別世帯の方が手続きする場合は委任状が必要です。
●付加保険料を納められる方
　国民年金第１号被保険者または任意加入者の方が、付加保険料を納めることができます。

12月３日～９日は「障害者週間」です

　ほじょ犬とは、目や耳、手足に障がいのある方をサポートする「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」のことを言います。障がいのあ
る方が自立と社会参加をするための大切なパートナーです。補助犬法も成立してから２０周年！

　障害者週間は、障がい者があらゆる分野の活動に参加することを促進するために「障害者基本法」により設けられているものです。
　全国各地において、障がいのある人が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを促進するための啓発行事
が行われています。

盲導犬

　見えない、見えにくい人が安全に歩ける
ようにサポートします。

介助犬

　手や足に障がいのある人の日常生活動作
をサポートします。 

聴導犬

　聞こえない、聞こえにくい人に必要な
生活音を知らせます。

「ほじょ犬」についてもっと知ろう！

問　危機対策課　危機管理係　☎767-２１74

  4月　入退団式
  6月　総合防災訓練
  8月　塩釜地区連合演習
10月　視察研修
12月　はしご班訓練
  2月　他市出初式視察

  5月　幹部会議
  7月　夏季訓練
  9月　訓練指導
11月　秋季訓練
  1月　出初式
  3月　火災予防運動

消防団員の一年　消防団は、消防組織法に基づき、全国の市町村に設置される消防機関です。消防
団員は、それぞれ自分の職場や学校に通いながら地域防災の担い手として、地域に
密着して活動し、住民の安全と安心を守るという重要な役割をもっています。火災・
地震・台風などの災害が発生した場合に消防署と協力し迅速な消火、救助活動を
行います。また、地域における火災予防広報活動や訓練なども行っています。
　身分は非常勤特別職の公務員に該当し、年報酬と出動した場合に手当などが支給
されます。

●消防団とは

　町内に在住する年齢１８歳以上５５歳未満の健康な方
●入団資格
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ほじょ犬の同伴や使用に関する苦情相談・問い合わせ…　問　宮城県　障害福祉課　☎211-2541
日本補助犬協会ＨＰ

　補助犬を同伴していても、みなさまのサポートを必要とする場面があります。
もし困っている様子を見かけたら、「何かお手伝いしましょうか？」などのお声がけや筆談で、
コミュニケーションをとってください。

皆様へ
お願い

令和５年利府町消防団出初式を開催します

消防団員を募集しています

　新年を迎えるにあたり、町民の皆さまの安全・安心の確保と、無火災および消防団
の発展を祈念し、開催します 。
　消防団員による一斉放水などの訓練披露が行われます。
※新型コロナウイルス感染症拡大状況によって実施内容を変更する場合があります。

と　  き　令和５年１月７日（土）　午前９時３０分～
と こ ろ　ペア・パル利府　町民広場（役場正面駐車場）

4広報りふ RIFU　令和４年12月号


